
第 2号様式 (垂 )一 ①

(単体発注・事後審査■)

那覇港管理組合一般競争入札公告第二4号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 134:条 第 受項の規定に=kり 注 ^般競争入札 (以下「入札Jと いう。)

を次のとおり実施する3

令和6年 3月 26口

那期港管熙糸L合管理者 工城

二 人札に付する事項

身 入札参加資格

次に定める要件をすべて満た している冶査格業者であることё

(1) 業 務 7コ 新港ふ頭14号岸壁整鱒に係 る構造 4勿設計業務委託 (R6)

(2) 覆   行   場   所 謝i薪選新港姦ゝ瑛地丞

(3) 業 務 為 容 新港ネ頭 10碁^芦i壁 に設置さオ■えガン トメークレーンの逸走防止 。転佃防止装陛の増設設計

(4) 楼 行 期 間 契約締結郵の翌日から90口 聞

(る ) 設 計 企 額 13,068,0()()円 (乱込)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査聖 ※本業務選、競争参力封資格の審査を人札執ぞFtttと行 う◆

ヽ( 最 低 制 限 価 格

本人札案件は、最低制限価格が設定されンているため、最低制限価格未満の人札者な

落木L者 となることができない。
※「最低十1i殷価格の算定に関する運用について」

(hと とlDS 1//■ ahapr、どtt jp/心、lsi nl】 ss/(:r)ntracと /)

(8) 遵 用 す る 技 術 者 単 描

※木業務の予定価格すまオ記に示す設計業務委託等技術者単価
を適用して機算しており、人札参ノ

'lltttま

阿単極を適棄して見

積りを行い入をとすること.

今和6年 3月 設計業務

委託等批獅者単価

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表の う

ち、● E「 を付 した制度等の

適用があるご )

議会議決

本業務は、議会の議決に費
ト
ナベき契約及び財産の取得叉|ま処分

に関する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後は板契約を編筆 士_´ 、議会の情1意の議決を経
て 通ヽ知 したとfき に本契約 :fな る。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補二L)予算成立を前発とした年度謝
始 (予算成立)議からlノ ,準備手続きであり、予算成立後に幾カ
を生じる事業である。従つて、説会において当初 (鞘工)予算
案が否決さオ1,た 場合オま、契約を締結 tフ ない。また、次年度当初
等講正)予算成立後において t)、 lll庄文出金に孫る交付申講等

の手続きの関係 れ、入
=と

を延期する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きは、目庫支出金 t二係 る予算使用を前提と t.′ た事前準備

手続きであり、交付決定後に動力を生 じる事業である。従つ

て、交付申詩等の手続きの関係 ti、 入札を廷期する場合があ

る。

準備子統き

(繰越承認前)

本手続きは、議会における繰越′〒、認を前提 とした事前準備手続
きであり、議会承認後に効力を生 じる事業である。挺つて、議

会とこおいて本業務に係 る予算の繰越承認が奮決された場合は、

入本とを延期又は中止することがある。また、予算の接越承認後
に業いても、憂烹支出金に係 る撥越 (翌債)手続きの関係 に、
人札を廷妻する場合がある。

償務負担争す為業務
本業務は、横務負担行為に係 b契約の持則 y)適用を受ける業務
である.

(1) 業 種 臣 分 土木開孫 コンサルタン ト

那覇港管瑾率「合の韻ご量 `建設コンサルタン ト等業登録業

者名簿において、左誰の登録を有するものё
(2)

卿量・建設 コン■ルデン ト

準人十と参加資格希簿登録年

質

令和6'7年度

(3) 登 録 業 種 港湾及び卒港



(1) 地方 幽治法施行令第167条の4`′
工)規定に該当 tメ ない帝であること.

(5) 入札 郵から当該参託の落札決定 日までの間において、謝Ⅲ覇港情
r理組合の指名停止措世を受けていないこと。

(fⅢ )

会社更生法に万、‐づき更生手続き開始の申立てがなされている者叉は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立

てがなさ津1′ ている者 (手続き開始の決定後、人本竜参力H資格の再認定を受 ilている者を除くっ)ではないことっ

(7)
警墓当島から、暴角国員が実質的に経営を支理する建設業者又はこオ1ノ に準ずるものとして、那覇港管理組合養

注工事等からの排除要諦がありA当該状縄が継続 している者でないこと。

(8)

入札 :こ参カロしようとする者の間に以下の基準のいずれかに該単する関係がないこと.

なお、以 番り 関係がある揚今に、辞送する者を決めるためとこ当事者間で連絡を取ることは、】[覇港管理組合競争

契釉入札心器第 3条第避項の規定拒抵触するものではない。

ア 資本関係
次のいず意R,か に該肖する二者の場合.

(a)子会社等 (会社法 (平成17年法律第86号 )第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいうこ以下μJじ .)
と親会社等 (屁条第 4零^の 2iこ規定する親会社等をいう6以 ド鹿じcJの関係にある場合

(b)親会社等を同じくする子会社等冒上の関係にある場合

イ 人的開採

次のいずれか:こ該当する二者′ノ')場合ぃただし、 (a)に r)い ては、会社等 (会 社法逸行規員J(平成18年法務

省今第12/ク・

'第

2粂第 3項第 2号に規定する会社等をいうё以 ド同じ。)の  方が民事再生法 (平成11年

法律第225そ〕第 ,条嘉4号に規定する再生手続が存続中の会社等叉:ミ更生会社 (会社更生法 (平成 1と午

法律第154号 )第 2条毎 7項に規定する更生会社をいうっ)である場合を除くっ

(a)一方の会社等の役員 (会社法瓶行規則第 2条第 3項第 3号とこ規定する役員のうち、次に掲げる者を
いう。以 ド麗じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

1)株式会社α〕取締役しただし、次に掲げる者を除くり

0会社法第2粂第■ /ヮ^の 2とこ規定する監奮等委員会設赳会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2条第生倉号に規定する指名委員会等設置会ノ,lにお iす る取締役

⑥会社法第 2条第15拳 に規定する社外取締役

④会社法第343条第 1項に規定する定軟に別段の定めが茂ぅる場合により業務をりけ子しないことと

され,ている取締役

虚)会社法第402条 に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合査会社xは合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定教に群i段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を徐く。)

4〕 組合の理事

5)その他業務を執行するでであつて、 1)ん いヽ4)ま でに掲:デる者に攀ずる者

(b)一方の会社等の役員が、rllJ;ゥ の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第 1項の規定ここ

おiり 選任さねノた管財人 (以 ド■に管封人という。)を現に兼ねている場合

(cJ 方の会社等 (ノ う管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の人札の主直正さが阻害されると認められる場合

縛合 (サ1口企業体を含む。)と その構成長が周一の入本とに参労日している場合その他 上記F又はイとH視
しうる資本渕孫又は人的関係が二っると認められ′る場合。

(9) 地 域 要 件 沖縄県内ここ本石叉燃営業所があること.

(10)

業
務
実
績

対 象 報 F口尋
自 平

"磁

と年4月 二日 オ記の範麗式に下記の対象業務を請負い、鬼戒・引捜しが

完 Fした業務実績を1件以上有することっ至  令和6年 4月 ,日

対 象 圃 種 業 務 港湾におけるガン トデークレ・―ンの基本 (了
′備 う松嶋)又は実施 (詳細)設計

(11)

雌
置
予
定
技
術
者

考備

次とこ掲 ,デ る要件を満たす管理技術帝及び照傘技術者を当該業務とこ翌世することができ

ることぃ

ア ド記のいずぷ′かの査格を有することっ

③批,(士 (総合}聯聴匙部 F写 (建設))Xは (建設部 F写 (港湾及び牢港))
②RCCM(港 湾及び空港)

なお、平成13年度以降の技術上試験合格者の場合には、7年以 上の実務経験を有 tノ た

うえで業務に該当する都 F耳 に4年以上従事 t/て いること。

イ 管理技術者においては受注者と直接的な,ど用関係にあること。

(12) 取 抜 け 案 件
以 ドの業務を落札と/た者は、本業務の落札考となることはできないG

`該 当無 し
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3 設計囲普等の配布、貿 FH号及び回答

4 資格確認 申請書等の提出

5 人オヽと手続 き等

設 計 図 書 等 の 配 布

報 関 臼 令下H6年 3月 26日 (火 ) 至 令和6年4月 9藤  (火 )

配 布 方 法 剪h朝港管塩組合ホームベージとこて酉と布するご (hitpsフ/nahaport,、 ,pr)

配 市 場 所 。

問 い 合 せ 先

郎朝巾i逸 主要▼
‐
2香 1拳

那覇港督選組合 総務玄る

電話 098-3632573

3階

総務課 財務班

質 問 ・ 同 答 期 瑯 等

(1)入札・契約手

続 に関す るこ と

昇る覇市通量町 2番 1号

那季港管理組合 総務部

目曳言語  093-363-2578

3階

総務課 財務班

rfAX  093-863-2629

(2)上 記 (1)以 外

に 関 す る こ と

理
`朝

耐イ通常日,E者 と零‐ 2貯

昇る覇港管理糸隠合 と l当 建設部 計山1建設報

電話 098-86静 0336

提 出 期 間
白 令下「6年 3月 26謝 (火)  ～  埜 令和6年1月 を籐 (1ミ ,

上記期間の上 日及び税 口を除く毎 療、 9時かとュ16時までど

提 出 場 所 l=懇 〔1)に「朔じc

提 出 方 法 電送 (mx又 はメール (ch三十t°u餡 20230Blahaport,こ p))又 燃持参

回  密  方  法
那覇港替速組合ホームページ (htps!//aahap()rt jP/)及 び に

・
己(1)に

おいて、以 下の軒間、閲覧に供するc

回  答  期  間
郎答 日から  令稗6年 4月 10爛 (水) まで

上記華瑚の上 国及び祝 日を除く毎 郎、 9時から16時までっ

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参力H希望者は、次の書項を鞘限内に提出すること。

なお、期限まで t二提 H→ がない場合、本競争に参加することができないc

提 出 書 類
0‐股競争入札参力輝資格確認申請書 (第 8号様式)

の返信用封衛 (入
=と

結果通矢口用(34円 切手琳費ユ)

提 出 鞘 間
白 令稗6年 3ヴ懲26簿 (■ ) 下 令燕6年4月 9日  (上 )

性i記井:門の上 日及び祝 癬を除く毎 輝、 9時から16埼 まで.

提 出 場 所

那薪甘f通主日
1‐ 2恭 1拳  3踏

刃
`覇

港舌選組合 総務部 総務課 財務班

t帯 0983632576
提 出 方 法 持参又は調;送 (一般書留もしく,ま鶴易書留)

提 出 部 数 1吉悟

入  札  期  日

入  札  方 法

本業務は、紙入札により実施する.

入札壽等は、あらかじめ指定する日
'こ

霊達さ漁′るよう
'こ

(「配連 日指

定譲
`1更

」)、 「一般普留J又 :ま 「衛易書富どのいずれかの方法により郵

送することfど 持参や普通郵便等で提盤された場合、無効とする。

提 出 書 類
G´入札普

②業務費内訳書
定

日

指
札

達

入

肥

く
今和6午 4月 10劇  (水 )

宛 先

〒9000()35  部等市通章置
1‐ 2香 1サ

ガヽ薪港管理組合 稔密詞; 総務諜 財務班

電話番・フ̂0983682573

載

額

記こ
全

書

る

士
Ｔ入

す

落札決定にあたつては、入札書に記載された全顎に当該全顎の100分 の

10に相当する額を取算 tン た金額 (基 該金額に1円 未満の端数があるとき

は、その端数全額を切 り捨てた金額)をもつて淋札イ耐i格 とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税とこ孫 る諜税事業者であるか鬼税事業者で

あるかを瑚わず、見積もつた契約希望金額の旦0分の上90に相当する金額

を入札書に記載すること◆
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本と入

注

る
項

十
フ

門
事工思

ア 人札書のくじの数学 (任意の数宇 3持)は、同額くじ抽選が発生とン

たf場合に使用するため、必ず記入́-0~る こと。
イ 配達指定磨以外豆〉層とこ届いた入札書及び業務 )ヽl訳事は、受理しな

とヽ 缶

夕 入本と書の 開付 tま 、開札 日を記入すること。

業 務 費 内 訳 書
の  提  出

ア 第生回日の入札に際 t´フ、入札書に記載される入札金額に対応 こ′た業務

費内訳書 (様式 白白)を提出すること.

イ 業務費内訳書には、41戊■月 ロミ項 嘲、員数、単価及び金額を明ら

かにとン、歯 零^又 は名称椛びに住1/を記載すること。

ウ 業務費内訳書とこは、代表者 r層 を押尊することc

工 管理者 (こ れメもの者の補助者を含など)は、提出された業務費内訳

書について説明を求めることがある.

木公告 :こ示 と́́た競や参加資幣のなとヽ者の trた入本と、資幣確認申譜書等に虚儀の記載をした

者のした人札及び人札に脚する条件に違反 した人札は、無効 とするど
入  本と の  無

資格確認申諭書の提出後、都合ことより入札を華逮する場合|ま 、開札日時iで ,と人 と́辞選届

を提出することc

また、蕗札決定まで砿〉間に色の業務を落札したことにより配世予定技術者を本業務に配遥
‐
することができなくなったなさ|ま ミ直ちに隷告すること。当該幸長告がなく、本入

=し

の手続き

が幕札決定まで〒つた場合、指字コ停止措輩要領に基づく指名停止を行 うことがある。

札 の 辞 退

ア 淋札候補者がいない場合厳弱札後成ちに暮度入札を行 うので、4度入札にも参加する

湯合は、謝札時点から立ち会 うこと.初度の封春と時に立ち会わない参力輝者は再度入

=し

を辞退 したものとみなし、再夏入札への参力日を認めない.

イ 代翼入が人札する場合tま 、人札をな:う 際 |こ姿任状及び降己の需1飴を持参すること。

ウ 奏任状に1攻 、業務名を記入́すること。
エ ィ司度人札参力H考叉は再度人札参力経者の代理人は、当該入札に対する他 l′ア)再麦入札参

カロ者の代理をすることはできないぅ

オ 再度入札は、 1耳のみ とするの

粋 の

6  Fデ l日 本と

7 費格確認斐料ゲ〉提出と競争参加奮l各 の審査

開 爾 戦 令和6年4月 11日  (本)  10:00 ※入
=と

書の 鰤付

邦義港管理組合 2階大会議室

※入札者 I攻 、朔札に立ち会 うことができる (再入札 tと参方「する場合難、開札吟点から

立ち会 うこと)ど

開   札   場

1

落 札 候 補 者 の 選 左
及 び 事 後 審 査 の 実 施

■す弓札後、落札考ブ)決定を保留し、予定価格の範理ぬで冶効な最低の組格をt)つ て人本とを

行つた者 (以 下「落札候補者要という。)か ら順とこ競争参力旧資格 lブ_う審査を行う。落札榛補者

とま、彗眼までに資格確認申講書等を提出 tン ない場合、競争参方に安格がないものとする。
なお、落札候補者となと位から賑ここ3者 (L位の者と爛額の者が複数いる場合はこの眼ψで

tま ない。)を決定し資格確認資料を求めらが、適格汁が確認できた時点で、次順

'以
降の若

の競争参力日資格の審査は行わないものとする,

通   知   鰤 令和6年4月 ■日 (本)17:00 ま
‐
で(予定)に対象業者あて通知する.

提 出 期 限 令和 6年 4月 15爾  (月 )1ら :00 まで

提 出 書 頚

O朧置予定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (様式2)

の 資驀確隷中請啓 (第 3号様式)の資搭確認の各項黎に記載とンた必要書類

提  出 都  数 1畜轟

提 出 方 法 原愛1、 持参

提   出  先

〒900-0035  郵覇市通堂町 2番 1号

ガヽ縞港管即組合 総務部 総務諜 財務褒

電話香号 09許868-2578



競 争 参 納 資 格 の 確 認

汎争参力H資格の確認 |ま 、頚札後、申講幕年の提出報眼の 日をもつて行 う ♪ヽのととン、その結

果は以下の輝までに書面により過知する。

令和6午 4月 上3日 (本)(予定)

なお、落札技補考について競争参力日資格が碑認 され,適格若であることが確認できた場合

は、落札者決定通矢Πをもシメて資格確認結果の通蜂に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、芹札侯補者が競争参細資格を満たと/ていると確認した場合は、当該募札

候補者を落札者とする。また、その結果燃、金入札参雄者とこ通矢「する。

競争参力‖費格がないと認め

られた者がその理由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参カロ査格がないと認められメた者は、管理者に対して競争参力瞬査格がないとf認めふ″1/た

選由について説 ll月 を求めることができる,

管理帝ti説り]を求めら浄′たとき|ま 、苦情をV静 とフ立て彗祟の翌日から起算とフて5日 以内 (休

「
を除く)に説明を求めた者に対 こ_´ 、普面により区答する。

提  出 期 限
|

競争参力挿査格謙謡結果の通知を行つた層の翌層かふ起算して5日 以|ん

(抹 癬を除く)と する.

提   出 先| ガ岳季港管理組合 総務部 総務諜 貯務班

提  出  ん
書前i(様式 白当)を持参すること。郵送又は電送 〔メールやFAX)に 主

るものは受こす付 :す ない.
法

|

本 人 札  に 係

資 料  の 取 扱

る
lィ

｀

F資 格確認呻1諦書等の作成及 tバ提出に係る費淀 ti、 提出章の負担 とする。

イ 契約れ当者 tま 、提十1さ れた資格確認申講書等 tこついて、競争参力H資格の強認以外に

提出若tこ無断で使用 しない。

ウ 提曲された資格確認 申請書等は、返却 とンない。
工 提出割眼内iこ 臥 り、資格確認申詩書等の修二と、注 tノ 替え、進れ、再提 ll l」 を認める。

オ 提出期限を逓ざた場合、資幣確認申詰書等 |ま受け付けない。

力 資格確認中議書等の受理後、書類内容を審査 し、需類の記載漏れそ添付漏ねⅢ手が

あつた場合は競争参力H資格無 したな り、落
=と

者 となることはできない.

キ 資格確認中諦書等ここヒ偽の記載をした場合、指名停生措解主要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

3 入4佐保誕金及び契綺保証金

入  札  傑  証

人札保証企の金額等 tま 、■金又患管理章が確実と認める有価証券等をもつて見機る契約金

桜の生00分の5以 とを納付するものとする。ただ t_′ 、次のい
~0ド

れか:二 該申する場合燃、入札鰈

証金の林内付を免除するさ
ア 保 1食会社との開に瀬合́を彼保険者 とする入札保証休 1父娑約を締結 したとき.

イ 四 (独立な,政二人含と,。 )又 ti地 方公共団体とその種類及び規模をほば同じくする契

約を締結 trた 実績を有 し、これ らの うちf邑 去 2歯年の間に城行理限のⅢl業 した二以 i生の

契約を全て試案に履行 した者。

なお、次分者 :ま 入札に関する条件に逢反 したものとして、その入札を無義とする.

(1)禅I眼までここ入札保証金の紬付、若 と/く |まれ

'J付

に代わる上記ア、イのいずれかに係る

書類の提出のない者

(2)人札保証金の金額好が上記の条件に満たない場合

(3'入札保証令等砂納付等に孫 る書類に不備があつた場合

また、 ‐度提出さ浄′た人札保証金の縮付等の変更なできないものとする。

栄 入奉L保証金を免鍮した落本と若が契織を結ばない場合、捜常賠筑金として、人本と金額に

消費視及び地方消費税を力4えた額¢100分 の 5を 郵覇港管理組合に納付しなければならな
▼`c

※イにより入札保証金の免 i余 を受ける場合 !ま 、様式 「地方公共団体等契約状況確認どを

提出すらこと。

提   出   期   t猥 令和6年 4月 9調 (火)16:00 ま ご

提 出 先

〒900,0035  那覇 lf通堂剛
‐
2番 1/7・

那覇港管J甲―*「 金 総務部 総務課 翔
・
務班

電話器 ; 098368訴 78

ラ
′ 子入札保証金納付書発行依頼書」を持参すること

※要事前連絡
イ 綽合が尭行する納入通節普 tと より金融機関で保証金を

納付 し、領収書 〔写)を上記期限までζこ提と|するこ
l´

人 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 調 方 法
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礼保証保険証券‐入
保証書・地方公共同

提 出 方

問
間

制
期

険

証

持参又は郵送 (配達が確認できる方法にてき付
‐
するこ

と

'

開本し口から2ん 月ヽ とする。

鶴 証 券 等
受入 翔時 。受入方法等の調整があるので、事前に tittfl翠4課まで連絡

ることご

約  保  証 勇除 (那覇港管理細合契約規長と第 4条第 1項第 O号による)

9 の

碁
=と

A定後、テクンス等により配置予定技術者の実績に関する違反の事実等が確認された

なお、病気・死亡 。退職等の場合でやむを得ないとこ_´ て承認 された場合の外 :ま 、資格確認

申諦書等の差替えは謡められない。

痛且等の特帰iな埋山によりやむを得ず朧置予芝技術者を変更する場合球、 2に掲げる基準

を満たと/、 かつ当初の配障千定技術者 と同等以上の言を騒輩とンな拶ぷブばならないっ

、契約を結ばないことがあるぁ

西己 置 予 定 技 術
の     確

契約金額の30%以内金 払

払子)

支   払   条
藤ヽ用あり

※那覇港管理細合契約規員憲第41条の規定理数の範 l井J内

本業務 tこ係る契為患、落本と帝の決定後、 7日 以内に締結する。ただと/、 管理者が特に指示

したときはこの限 りでユまない。
約 締  結 時

本業務の契約締結後、本業務の業務奏託群を変更協議する場合及び本業務と隣連する業

を本業務受■者と随意妥約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定tま 、本業
の諦久比率 (当 初契約額■当初設計額)を変更業務種格また|ま 関連業務の設計額に衆じた負 代 金 等 の 変

務

,

人本し参力‖帝は、ガh朝港倍'理社合競争人札心得、上本設計業務等姿託契約書史び仕様書を熱

し、これを遵守すること。の 選 守 事

札 参 珈 を
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